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近
年
、
高
齢
化
の
進
展
と
と
も
に
、
認
知
症
を

患
う
人
が
増
え
て
い
ま
す
。
認
知
症
の
症
状
が
進

む
と
、
特
に
金
銭
面
で
さ
ま
ざ
ま
な
ト
ラ
ブ
ル
が

生
じ
、
本
人
や
ま
わ
り
の
家
族
が
困
る
こ
と
が
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
、
自
分
の
両
親
や
家
族

が
認
知
症
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
金
銭
の
取
り

扱
い
や
財
産
管
理
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
ト
ラ
ブ

ル
が
起
こ
る
可
能
性
が
あ
り
、
ま
わ
り
は
ど
う
対

処
す
れ
ば
い
い
の
か
？　

ま
た
、
認
知
症
に
な
る

前
に
、
ど
の
よ
う
な
備
え
を
し
て
お
け
ば
ト
ラ
ブ

ル
を
避
け
ら
れ
る
の
か
？　

　

今
回
は
、
そ
の
よ
う
な
不
安
や
疑
問
を
持
つ
方
の

た
め
に
、
認
知
症
に
な
っ
た
と
き
に
起
こ
り
う
る
金

銭
面
で
の
問
題
と
、
そ
れ
に
対
処
す
る
た
め
の
成
年

後
見
制
度
の
活
用
方
法
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

認
知
症
に
な
る
と
、
金
銭
面
で
は

ど
の
よ
う
な
問
題
が
発
生
す
る
の
か
？

 

　

ま
ず
は
、
認
知
症
に
な
る
と
金
銭
面
で
は
ど
の

よ
う
な
問
題
が
発
生
す
る
の
か
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

的
に
、
そ
の
中
に
は
認
知
症
に
よ
り
判
断
能
力
が

低
下
し
た
人
が
相
当
数
含
ま
れ
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
ま
す
。

　

特
に
一
人
暮
ら
し
を
し
て
い
る
場
合
は
、
業
者

の
言
う
な
り
に
契
約
を
結
ぶ
お
そ
れ
が
高
く
、

久
々
に
家
族
が
家
を
訪
ね
る
と
、
シ
ロ
ア
リ
除
去

や
リ
フ
ォ
ー
ム
な
ど
の
名
目
で
、
不
要
な
工
事
が

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

③�

預
貯
金
や
家
計
の
管
理
が
で
き
な
く
な
る

　

口
座
に
年
金
が
入
る
と
す
ぐ
に
全
額
を
引
き
出

し
て
使
う
な
ど
し
て
、
預
貯
金
の
口
座
残
高
が
底

を
つ
い
て
光
熱
費
が
引
き
落
と
せ
ず
、
電
気
や
ガ

ス
が
止
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
暗
証
番
号
を
忘
れ
て
お
金

を
引
き
出
せ
な
く
な
っ
た
り
、
通
帳
や
銀
行
印
を
紛

失
し
、
何
度
も
金
融
機
関
の
窓
口
で
再
発
行
手
続
き

や
改
印
届
を
出
す
ケ
ー
ス
は
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

④�

不
動
産
の
管
理
が
で
き
な
く
な
る

　

家
の
窓
ガ
ラ
ス
が
壊
れ
た
り
、
雨
漏
り
が
し
て

も
修
理
し
よ
う
と
し
な
い
た
め
、
自
宅
が
住
み
づ

▼ 

本
人
に
生
じ
る
ト
ラ
ブ
ル

①��

買
い
物
が
う
ま
く
で
き
ず
、

����

無
駄
づ
か
い
を
し
や
す
く
な
る

　

認
知
症
の
症
状
が
進
む
と
、
手
持
ち
現
金
の
把

握
や
、
商
品
の
値
段
の
計
算
が
難
し
く
な
り
、
レ

ジ
で
戸
惑
う
な
ど
、
買
い
物
が
う
ま
く
で
き
な
く

な
り
ま
す
。
ま
た
、
す
で
に
自
宅
に
同
じ
商
品
が

あ
る
の
に
、そ
れ
を
忘
れ
て
何
個
も
購
入
し
た
り
、

通
販
で
た
く
さ
ん
買
い
物
を
す
る
な
ど
、
無
駄
づ

か
い
を
し
や
す
く
な
り
ま
す
。

②�
悪
徳
商
法
や
詐
欺
に
引
っ
掛
か
り
や
す
く
な
る

　

一
般
的
に
、
高
齢
に
な
る
ほ
ど
、
悪
質
な
訪
問

販
売
や
詐
欺
に
引
っ
掛
か
り
や
す
く
な
り
ま
す
。

２
０
１
９
年
度
に
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン

タ
ー
に
寄
せ
ら
れ
た
80
歳
以
上
の
人
か
ら
の
相
談

件
数
は
、過
去
10
年
で
最
多
を
記
録
し
ま
し
た【
図

表
１
】。
高
齢
者
の
困
り
ご
と
の
う
ち
、
60
歳
代
・

70
歳
代
で
は
情
報
通
信
関
連
や
通
信
販
売
に
つ
い

て
、
80
歳
以
上
で
は
訪
問
販
売
や
電
話
勧
誘
販
売

に
関
す
る
相
談
が
多
い
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
年
齢
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ら
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

賃
貸
用
の
ア
パ
ー
ト
や
マ
ン
シ
ョ
ン
を
所
有
し

て
い
る
場
合
、
建
物
の
周
囲
を
掃
除
し
な
か
っ
た

り
、
入
居
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
う
ま
く
い

か
な
い
な
ど
日
常
的
な
管
理
の
問
題
の
ほ
か
に
、

入
退
去
の
際
の
契
約
が
で
き
な
い
、
大
規
模
修
繕

や
建
て
替
え
が
で
き
な
い
と
い
っ
た
管
理
・
処
分

の
問
題
も
生
じ
ま
す
。

▼ 
家
族
な
ど
ま
わ
り
の
人
に
生
じ
る
ト
ラ
ブ
ル

①�

お
金
を
盗
ら
れ
た
と
責
め
ら
れ
る

　

大
事
な
物
を
盗
ま
れ
た
と
訴
え
る
、
い
わ
ゆ
る

「
物
盗
ら
れ
妄
想
」
は
、
認
知
症
で
よ
く
み
ら
れ

る
症
状
の
１
つ
で
す
。
本
人
の
手
も
と
に
お
金
が

な
か
っ
た
り
、財
布
や
通
帳
を
紛
失
し
た
場
合
に
、

不
動
産
を
勝
手
に
売
却
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

万
一
、
本
人
の
ふ
り
を
し
て
家
族
が
何
ら
か
の

契
約
を
し
た
り
お
金
を
引
き
出
し
た
場
合
は
、
将

来
、
他
の
親
族
か
ら
訴
え
ら
れ
る
リ
ス
ク
が
あ
り

ま
す
。
本
人
の
死
後
、
相
続
手
続
き
の
際
に
家
族

の
使
い
込
み
が
発
覚
す
る
こ
と
も
珍
し
く
あ
り
ま

せ
ん
。
弁
護
士
が
よ
く
相
談
を
受
け
る
の
は
、
こ

の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
す
。

　

家
族
が
き
ち
ん
と
財
産
管
理
を
し
て
い
る
場
合

で
も
、
他
の
親
族
か
ら
み
れ
ば
、
勝
手
に
お
金
を

使
い
込
ん
で
い
る
の
で
は
と
疑
念
を
抱
か
れ
や
す

い
も
の
で
す
。

▼ 

早
め
に
周
囲
と
相
談
し
て
、

　

 

適
切
な
サ
ポ
ー
ト
体
制
を
築
く

　

こ
の
よ
う
に
、
家
族
が
認
知
症
に
な
る
と
、
本

人
だ
け
で
な
く
ま
わ
り
の
家
族
も
深
刻
な
問
題
を

抱
え
る
こ
と
に
な
り
が
ち
で
す
。
ど
う
も
最
近
、

本
人
の
様
子
が
お
か
し
い
と
思
っ
た
ら
、親
族
や
主

治
医
・
介
護
関
係
者
な
ど
に
相
談
し
て
、
早
め
に

適
切
な
サ
ポ
ー
ト
体
制
を
築
く
の
が
望
ま
し
い
と

言
え
ま
す
。

　

日
常
生
活
の
金
銭
管
理
や
、
年
金
の
受
領
な
ど

の
サ
ポ
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
社
会
福
祉
協

議
会
に
よ
る
「
日
常
生
活
自
立
支
援
事
業
」
を
利

用
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
あ
く
ま
で
日

常
的
な
金
銭
管
理
に
と
ど
ま
り
ま
す
。
施
設
の
入

退
所
な
ど
生
活
全
般
に
関
す
る
支
援（
身
上
監
護
）

の
契
約
は
で
き
な
い
た
め
、
次
に
紹
介
す
る
成
年

後
見
制
度
の
ほ
う
が
、
よ
り
広
く
本
人
の
生
活
を

サ
ポ
ー
ト
で
き
ま
す
。

家
族
や
ま
わ
り
の
人
が
盗
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
込

み
、
責
め
立
て
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

②�

口
座
の
凍
結
に
よ
り
、

　

�

預
貯
金
が
引
き
出
せ
な
く
な
る

　

本
人
が
金
融
機
関
で
預
貯
金
を
引
き
出
そ
う
と

し
た
際
に
様
子
が
お
か
し
か
っ
た
り
、一
人
で
は
手

続
き
が
で
き
な
い
た
め
家
族
が
窓
口
に
付
き
添
っ
た

際
に
、
担
当
者
が
そ
の
様
子
を
見
て
口
座
を
凍
結

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

金
融
機
関
に
と
っ
て
は
、
本
人
が
詐
欺
な
ど
の

犯
罪
や
口
座
の
不
正
使
用
に
巻
き
込
ま
れ
る
の
を

防
ぐ
た
め
で
す
が
、
家
族
か
ら
す
れ
ば
、
介
護
や

施
設
入
所
の
た
め
の
費
用
を
本
人
の
預
金
口
座
か

ら
引
き
出
せ
な
く
な
る
の
は
、と
て
も
困
り
ま
す
。

　

な
お
、
生
命
保
険
文
化
セ
ン
タ
ー
の
調
査
に
よ

る
と
、介
護
者
の
平
均
介
護
期
間
は
４
年
７
カ
月
。

介
護
費
用
は
、
住
宅
改
造
や
介
護
用
ベ
ッ
ド
購
入

な
ど
一
時
費
用
の
合
計
が
平
均
69
万
円
、
月
々
の

費
用
が
平
均
７
・
８
万
円
で
す
。
こ
れ
を
家
族
が

立
て
替
え
る
の
は
、
大
き
な
負
担
に
な
り
ま
す
。

③�
不
動
産
を
売
却
で
き
な
い

　

介
護
施
設
の
入
所
費
用
を
ね
ん
出
す
る
た
め

に
、
家
族
が
本
人
名
義
の
不
動
産
を
売
却
し
た
い

と
思
っ
て
も
、本
人
の
判
断
能
力
の
低
下
に
よ
り
、

売
買
契
約
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

④�

財
産
管
理
の
こ
と
で
、
家
族
同
士
が
も
め
る

　

判
断
能
力
が
低
下
し
た
人
の
財
産
を
、事
実
上
、

親
族
が
管
理
す
る
場
合
は
、ト
ラ
ブ
ル
に
な
る
可
能

性
が
高
く
な
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
家
族
が
勝
手

に
お
金
を
使
い
込
ん
だ
り
、
贈
与
契
約
書
に
サ
イ

ン
さ
せ
て
預
貯
金
を
贈
与
し
た
こ
と
に
し
た
り
、

＞＞＞ 介護と家計を考える　

【図表１】PIO-NET
※
にみる60歳以上の相談件数

および相談全体のうち60歳以上の割合の推移

50万
45万
40万
35万
30万
25万
20万
15万
10万
5万
0

50％
45％
40％
35％
30％
25％
20％
15％
10％
5％
0％

136,252

116,659

66,754
319,665

135,268

110,734

63,788
309,790

176,442

123,576

66,202
366,220

189,303

170,140

75,383
434,826

140,763

151,721

78,303

370,787

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

38.9％ 39.5％
43.9％

49.4％
45.2％

出典：独立行政法人国民生活センターのホームページより一部改変
　※　 PIO-NET は、独立行政法人国民生活センターと全国の消費生活センター等をオン
　　   ラインネットワークで結び、消費生活に関する相談を蓄積しているデータベース

■相談全体のうち60歳以上の占める割合
■60歳代 ■70歳代 ■80歳代（件数）
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た
場
合
は
、
受
任
者
が
家
庭
裁
判
所
に
申
し
立
て

て
後
見
人
と
な
り
、
本
人
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

　

任
意
後
見
人
が
で
き
る
内
容
は
法
定
後
見
人
と

似
て
い
ま
す
が
、
委
任
者
と
受
任
者
の
合
意
に
よ

り
定
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

成
年
後
見
を
利
用
す
る
際
の
流
れ
は

ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
？

　
「
法
定
後
見
」
と
「
任
意
後
見
」
そ
れ
ぞ
れ
に

つ
い
て
、
利
用
の
流
れ
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

▼ 「
法
定
後
見
」
利
用
の
流
れ

　

本
人
の
判
断
能
力
が
低
下
し
財
産
管
理
な
ど
の

法
律
行
為
が
難
し
く
な
っ
た
段
階
で
、
ま
わ
り
の

人
が
後
見
人
の
選
任
の
申
し
立
て
を
行
い
ま
す
。　

　

後
見
人
が
選
任
さ
れ
る
ま
で
の
流
れ
は
、
次
の

と
お
り
で
す
。

❶  

家
庭
裁
判
所
に
後
見
の
申
し
立
て
を
す
る

　

本
人
・
配
偶
者
・
四
親
等
以
内
の
親
族
（
親
族

が
い
な
い
場
合
は
市
町
村
長
な
ど
）
の
う
ち
代
表

者
が
、
家
庭
裁
判
所
に
法
定
後
見
の
申
し
立
て
を

行
い
ま
す
。
提
出
す
る
書
類
の
数
が
多
い
た
め
、

準
備
に
は
数
週
間
程
度
の
時
間
が
か
か
り
ま
す
。

❷  

家
庭
裁
判
所
の
調
査
官
が
申
立
人
や

　

 

後
見
人
候
補
者
、家
族
、本
人
に
調
査
を
行
う

　

本
人
の
判
断
能
力
や
財
産
管
理
能
力
・
自
立
し

て
生
活
で
き
る
か
や
、
家
族
が
後
見
に
つ
い
て
ど

う
考
え
て
い
る
か
な
ど
を
、
電
話
・
書
面
・
面
談

な
ど
で
確
認
し
ま
す
。
必
要
な
場
合
は
、
専
門
医

に
よ
る
医
学
鑑
定
も
行
い
ま
す
。

❸ 

裁
判
官
に
よ
る
判
断
、
決
定

　
そ
れ
ま
で
の
調
査
を
も
と
に
、
裁
判
官
が
後
見

▼ 「
法
定
後
見
」
と
は
？

　

法
定
後
見
は
、
す
で
に
本
人
の
判
断
能
力
が
低

下
し
て
い
る
場
合
に
、
本
人
や
ま
わ
り
の
人
が
家

庭
裁
判
所
（
家
裁
）
に
申
し
立
て
、
財
産
管
理
や

身
上
監
護
に
つ
い
て
本
人
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
人
を

選
ん
で
も
ら
う
制
度
で
す
。
本
人
の
判
断
能
力
の

程
度
に
よ
っ
て
、「
補
助
・
保
佐
・
後
見
」
の
３

つ
の
類
型
が
あ
り
ま
す
【
図
表
２
】。
本
稿
で
は
、

も
っ
と
も
判
断
能
力
の
低
下
が
著
し
い
「
後
見
」

の
類
型
を
前
提
に
説
明
し
ま
す
。

　

法
定
後
見
の
場
合
、
後
見
人
は
本
人
を
代
理
し

て
、
次
の
よ
う
な
財
産
管
理
や
身
上
監
護
に
関
す

る
法
律
行
為
を
行
い
、
契
約
を
結
ん
だ
り
、
本
人

が
し
た
契
約
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

・
財
産
管
理

　

預
貯
金
な
ど
の
金
融
資
産
や
不
動
産
の
管
理
、

遺
産
分
割
協
議
へ
の
参
加
、
売
買
契
約
な
ど
の
契

約
の
締
結
、
税
金
や
医
療
費
等
の
費
用
の
支
払
い

な
ど
。

・
身
上
監
護

　

住
宅
や
生
活
環
境
の
整
備
、
入
院
手
続
き
、
介

護
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
契
約
や
高
齢
者
施
設
の
入
所

契
約
な
ど
。
介
護
な
ど
事
実
上
の
手
続
き
は
含
み

ま
せ
ん
。

▼ 「
任
意
後
見
」
と
は
？

　

法
定
後
見
に
対
し
、「
任
意
後
見
」
は
、
現
在

十
分
な
判
断
能
力
が
あ
る
人
が
、
将
来
判
断
能
力

が
不
十
分
に
な
っ
た
と
き
、
信
頼
で
き
る
人
に
後

見
人
に
な
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
、
現
時
点
で
そ

の
人
（
受
任
者
）
と
契
約
を
結
ん
で
お
く
制
度
で

す
。
将
来
、
実
際
に
判
断
能
力
が
不
十
分
に
な
っ

「
成
年
後
見
制
度
」
と
は

ど
の
よ
う
な
制
度
な
の
か
？

 

　

成
年
後
見
制
度
は
、
認
知
症
・
知
的
障
害
・
精

神
障
害
な
ど
に
よ
っ
て
判
断
能
力
が
不
十
分
な
人

（
成
人
）
を
保
護
す
る
た
め
の
制
度
で
、「
法
定
後

見
」
と
「
任
意
後
見
」
の
２
つ
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

現在の判断能力 後見の種類 区分 対象者など 援助する人 援助する人に
与えられる権利

すでに不十分 法定後見

補助 判断能力が
不十分な人 補助人 特定事項の同意

権と取消権等

保佐 判断能力が
著しく不十分な人 保佐人 特定事項の同意

権と取消権等

後見
判断能力が欠けて
いるのが通常の
状態の人

後見人 代理権と取消権

十分ある 任意後見

本人の判断能力が不十分になった
ときに、本人があらかじめ結んで
おいた任意後見契約にしたがって
任意後見人が本人を援助する制度。
家裁が任意後見監督人を選任した
ときから、契約の効力が生じる

任意後見人 代理権

【図表２】成年後見制度は、法定後見と任意後見に分けられる 出典：筆者作成
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を
開
始
す
る
か
ど
う
か
、
後
見
人
や
後
見
監
督
人

を
誰
に
す
べ
き
か
な
ど
を
判
断
し
、決
定
（
審
判
）

し
ま
す
。
後
見
人
の
候
補
者
が
不
適
格
で
あ
る
と

判
断
さ
れ
た
り
、
親
族
間
に
争
い
が
あ
る
場
合
、

第
三
者
後
見
人
を
選
任
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

❹ 

審
判
決
定
事
項
が
登
記
さ
れ
る

　

申
立
人
・
後
見
人
に
決
定
内
容
の
通
知
書
（
審

判
書
謄
本
）
が
送
付
さ
れ
、
東
京
法
務
局
に
審
判

決
定
事
項
が
登
記
さ
れ
ま
す
。

❺ 
後
見
が
開
始
さ
れ
る

　

後
見
人
が
本
人
の
財
産
目
録
を
作
成
し
、
家
庭

裁
判
所
に
提
出
し
て
、
財
産
管
理
な
ど
の
仕
事
を

開
始
し
ま
す
。
そ
の
後
、
後
見
人
は
定
期
的
に
家

庭
裁
判
所
や
後
見
監
督
人
に
財
産
管
理
の
状
況
な

ど
を
報
告
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

▼ 「
任
意
後
見
」
利
用
の
流
れ

　

現
在
、
判
断
能
力
に
問
題
が
な
い
人
が
、
将
来
、

誰
に
財
産
管
理
を
任
せ
た
い
か
希
望
が
あ
る
場
合
、

そ
の
相
手
と「
任
意
後
見
契
約
」
を
締
結
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
契
約
書
は
、
公
正
証
書
で
作
成
す

る
必
要
が
あ
り
、
流
れ
は
次
の
と
お
り
で
す
。

❶��

本
人
（
委
任
者
）
と
任
意
後
見
契
約
を
結
ぶ

相
手
（
受
任
者
）
が
、
契
約
の
内
容
に
つ
い

て
話
し
合
い
、
合
意
す
る

　

公
証
役
場
に
契
約
書
の
ひ
な
型
が
あ
る
の
で
、

受
任
者
と
と
も
に
そ
の
内
容
を
確
認
す
る
と
い
い

で
し
ょ
う
。
特
に
、
何
を
代
理
し
て
も
ら
う
か
と

い
う
、
代
理
権
目
録
の
内
容
が
重
要
に
な
り
ま
す
。

　

将
来
、判
断
能
力
に
は
問
題
が
生
じ
な
く
て
も
、

寝
た
き
り
な
ど
身
体
能
力
の
低
下
に
よ
り
財
産
管

理
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に
備
え
て
、
任
意
後

見
契
約
と
同
時
に
「
財
産
管
理
等
の
委
任
契
約
」

を
締
結
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

❷  

公
証
役
場
で
、

    「
任
意
後
見
契
約
書
」
の
作
成
を
依
頼
す
る

　

公
証
役
場
は
、
全
国
に
約
３
０
０
か
所
あ
り
、

所
在
地
は
日
本
公
証
人
連
合
会
の
サ
イ
ト
で
調
べ

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

❸ 

文
案
を
確
認
す
る

　

２
週
間
程
度
で
、
公
正
証
書
の
文
案
が
で
き
る

の
で
、
内
容
に
間
違
い
が
な
い
か
確
認
し
ま
す
。

❹ 

公
証
役
場
で
完
成
さ
せ
る

　

あ
ら
か
じ
め
予
約
し
た
日
に
、
委
任
者
と
受
任

者
が
公
証
役
場
を
訪
れ
、
任
意
後
見
契
約
書
の
内

容
を
確
認
し
て
、
署
名
押
印
し
ま
す
。
も
し
、
遺

言
書
と
同
時
に
作
成
す
る
場
合
に
、
委
任
者
が
病

気
な
ど
の
理
由
で
公
証
役
場
に
行
け
な
い
場
合

は
、
自
宅
や
病
院
、
介
護
施
設
な
ど
に
公
証
人
に

出
張
し
て
も
ら
う
こ
と
も
可
能
で
す
（
別
途
、
出

張
料
や
交
通
費
が
か
か
り
ま
す
）。

❺ 

公
正
証
書
の
完
成

　

原
本
は
公
証
役
場
に
保
管
さ
れ
、
正
本
と
謄
本

が
委
任
者
と
受
任
者
に
渡
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
公

証
人
が
、
東
京
法
務
局
へ
の
登
記
手
続
き
を
行
い

ま
す
。
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
、
契
約
は
効
力
を
生

じ
ず
、
受
任
者
は
後
見
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

❻
（
将
来
）
任
意
後
見
人
の
申
し
立
て

　

任
意
後
見
契
約
の
締
結
後
、時
間
が
た
つ
う
ち

に
委
任
者
の
判
断
能
力
が
低
下
し
た
場
合
は
、本

人
や
家
族
、受
任
者
の
う
ち
の
誰
か
が
、
家
庭
裁
判

所
に
、「
任
意
後
見
監
督
人
選
任
の
申
立
」
を
行
い

ま
す
。
そ
の
後
の
手
順
は
、法
定
後
見
人
の
選
任
の

流
れ
と
似
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
省
略
し
ま
す
。

成
年
後
見
制
度
を
利
用
す
る
場
合
の

注
意
点
は
？

①�

後
見
人
が
で
き
な
い
こ
と
も
あ
る

　

法
定
後
見
人
は
、
ほ
と
ん
ど
の
法
律
行
為
を
代

理
し
た
り
、
本
人
（
被
後
見
人
）
の
し
た
行
為
を

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
日
用
品
の
購
入

な
ど
、
日
常
生
活
に
関
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
取

り
消
せ
ま
せ
ん
（
民
法
９
条
た
だ
し
書
き
）。
普

段
か
ら
、
あ
ま
り
多
額
の
現
金
や
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ

ー
ド
を
持
た
せ
な
い
な
ど
の
対
策
を
と
っ
た
ほ
う

が
い
い
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
医
療
行
為
へ
の
同
意

や
、
身
元
保
証
人
・
身
元
引
受
人
に
は
な
れ
な
い

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

②�

被
後
見
人
の
受
け
る
制
限

　

後
見
人
が
つ
く
と
、
本
人
（
被
後
見
人
）
は
医

師
や
税
理
士
な
ど
の
資
格
や
会
社
役
員
・
公
務
員

な
ど
の
地
位
を
失
っ
た
り
、
市
区
町
村
の
印
鑑
登

録
が
抹
消
さ
れ
る
な
ど
の
制
限
が
あ
り
ま
す
。

③�

報
告
義
務
や
費
用
の
支
払
い
が
必
要

　

後
見
人
は
、
職
務
の
内
容
を
定
期
的
に
家
庭
裁

判
所
な
ど
に
報
告
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、

財
産
の
金
額
に
応
じ
て
、被
後
見
人
は
、後
見
人
や

後
見
監
督
人
に
月
額
数
万
円
程
度
の
報
酬
を
支
払

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。い
っ
た
ん
後
見
人
が
つ
く
と
、

家
族
の
意
向
で
後
見
を
や
め
る
こ
と
は
困
難
で
す
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
成
年
後
見
制
度
に
は
さ
ま
ざ

ま
な
側
面
が
あ
り
ま
す
。
他
の
制
度
も
含
め
て
、

家
族
と
よ
く
話
し
合
っ
た
う
え
で
、
利
用
を
検
討

す
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

＞＞＞ 介護と家計を考える　


